
                              主　　　　文
        原判決を破棄する。
        被告人株式会社Ａ１を罰金４０００万円に，被告人Ａ２を懲役１年６月
に，同Ａ３を懲役８か月に，それぞれ処する。
        被告人Ａ２及び同Ａ３に対し，この裁判確定の日から３年間上記各刑の執
行を猶予する。
        被告人株式会社Ａ１から別紙記載１の手提げバッグ等１３２２個を，被告
人Ａ２及び同Ａ３から別紙記載１及び２の手提げバッグ等１６８７個を没収する。
                              理　　　　由
　被告人らの本件各控訴の趣意は弁護人小野田学及び同田中康之作成の控訴趣意書
（同訂正申立書を含む）及び弁論要旨２通に，控訴趣意書に対する答弁は検察官作
成の答弁書に，それぞれ記載されたとおりであるから，これらを引用する。なお，
原判決の用いた略語を同様に使用する。
第１　控訴趣意中，商標権侵害の事実及び故意に関する事実誤認の主張について
　論旨は，要するに，被告人Ａ２及び同Ａ３が商標権を侵害した事実が合理的疑い
を容れない程度に立証されたとはいえない，仮にそうでないとしても被告人Ａ２及
び同Ａ３には商標権を侵害しているとの故意がないから被告人らはいずれも無罪で
あるのに，被告人らを原判示各事実について有罪と認定した原判決には判決に影響
を及ぼすことが明らかな事実誤認がある，というのである。
　そこで，所論にかんがみ，記録を調査し，当審における事実取調べの結果もあわ
せて検討する。
１　本件手提げバッグ等が偽造品かどうか
　本件手提げバッグ等は真正なＢ製品であって被告人らはこれらを適法に並行輸入
したのであるから商標権を侵害しておらず故意もないとの弁護人の主張に対し，原
判決は，Ｃ１とＤ等の業者との間に取引関係がないこと及び本件手提げバッグ等が
偽造品であることを商標権侵害の直接証拠として挙げた上，被告人らとＥとの間で
交わされたファクス文書その他の状況証拠もあわせて，被告人らが商標権を侵害し
た事実及びその故意を認定した。原判決のこの点に関する説示は，偽造品であると
の説示部分を除いて概ね是認することができ，結論として，被告人らが商標権を侵
害した事実及びその故意を認定したことは相当であるが，なお，本件手提げバッグ
等が偽造品であり，被告人らもそのことを認識していたと断定している点などの
他，若干事実認定に問題があると思われる個所があるので，以下説明を加える。
　まず，偽造品の認定の点であるが，本件手提げバッグ等が偽造品であることが認
定できれば，それだけで商標権侵害の事実も肯定されることになり，また商標権侵
害の故意認定においてもそれが極めて有力な証拠になることは間違いない。そこ
で，第１にこの点を検討する。
（１）Ｆ鑑定について
　原判決は，本件手提げバッグ等は，真正品と比べて，表生地の材質，縫製及び細
かなパーツの仕上げ，商標（マーク）の精度など少なくとも３点の差異があるとし
て偽造品であると判定したＦの鑑定について，Ｆの経歴や慎重な鑑定態度などを根
拠として信用性を認めている。そして，Ｆが偽造品であると判断した根拠について
必ずしも詳かにしていない嫌いがある点は，対象物の性質のほか，偽造の手段を教
示することになることを避けるとの目的から，鑑定がある程度抽象的であるのはや
むを得ない面がある。
　しかし，Ｆが対照のために提出した真正なバッグ等と本件手提げバッグ等とを，
Ｆの原審公判での説明を参考として仔細に見比べても，両者の材質の違いは必ずし
も明らかではない上，真正品についても縫製やマークの仕上がりに十分でない部分
があり，両者の差異を明確に認識することはできず，Ｆ鑑定はそれ自体十分に説得
的であるとはいえない。また，弁護人が原審で反証として提出したバッグ等につい
て，Ｆはこれらをすべて偽造品と断定した。しかし，これらの提出の経緯につき被
告人Ａ２は，本件手提げバッグ等を警察に押収された後，捜査機関に真正品との対
比をしてもらうためにイタリアに渡航してＢの正規店で購入したものであると述べ
ているところ，この供述に不自然な点はなく，また正規店での購入を裏付ける書類
も存在しており（原審弁１９，３６ないし３８など），Ｆも付属のギャランティカ
ードには特に疑いがないことは認めている。被告人や弁護人が捜査を混乱させるた
めに，わざわざイタリアに渡航して真正品を購入した上で，それ以前に仕入れてい
た問題の製品の同一品番のものと入れ替えて提出するなどということは，効果とリ
スクの比較から想定しがたい。そうすると，原審公判において真贋の判定が短時間



に行われたことを考慮しても，これらを偽造品と断定したＦの鑑定結果ないし鑑定
態度には疑問があるといわざるを得ない。以上に加えて，Ｆが所属するＣ２（現在
ではＣ３と社名変更，Ｂ製品の日本における総代理店）と被告人株式会社Ａ１（以
下「被告会社」という。）とは利害が先鋭に対立する立場にあることをもあわせ考
えると，Ｆの鑑定結果をそのまま全面的に信用することはできない。
（２）その他，被告会社から購入したＢ製品が偽造品ではないかとクレームをつけ
た購入客や業者がいた事実も認められる。しかし，関係証拠によれば，Ｂ製品は同
一品番の製品でも仕様の変更等が多く，製品の均一性に乏しい面が認められる（本
来真正品と偽造品の違いを見分ける重要なポイントになるはずの商標マークの字体
などに微妙な差異が多く，また真正品であることを保証するものであるはずのギャ
ランティカードも決め手にならない。）から，上記のクレームもこのような細かい
差異に起因した可能性があることを否定できず，被告人らが輸入していた製品が偽
造品であることを示す的確な証拠とはいえない。そして，被告会社が多数のＢ製品
を納入していた業者（Ｇ，Ｈ等）がクレームをつけていないこと，通関の際の検査
で偽造品であるとの指摘を受けたことがないことなどの事実が認められるほか，Ｃ
２に出所を偽って何度か修理依頼をしたところ受け付けてもらえたとの被告人Ａ２
の供述にも特に不自然な点はない。
（３）したがって，本件手提げバッグ等が偽造品であると断定するまでの証拠は，
本件全証拠によるも不十分といわざるを得ない。
２　本件手提げバッグ等の流通経路
　上記１によれば，原判決の認定の重要部分が維持できないことになる。しかし，
Ｂ製品について，原判決は，その製品の製造はイタリア国内にあるＣ１の直営工場
及び委託工場において行われ，直営工場や委託工場で完成された製品はいったんＣ
１へ納品され検品された後，同社の総代理店又はフランチャイズ契約を締結した特
定の企業に出荷されるとした上，委託工場において製造された製品であっても，同
工場から直接入手するなどの方法で入手して譲渡のために所持する行為は，適法に
商標を付され流通に置かれたとはいえないため，商標権侵害行為となると認定説示
するところは相当として肯認することができる（もっとも，所論はこの点をとらえ
て，原判決は本件の製品を贋物工場で作らせた贋物と認定したのか，いわゆる横流
し品と認定したのか明確を欠くと非難するが，説示する内容自体は正当であ
る。）。したがって，製品自体が偽造品とまで認められないとしても，委託工場な
どで真正品と同様に製造された上で横流しされることがあり，その場合には商標権
侵害の事実があるというべきであるから，商標権者が正規に出荷した製品であるか
どうか，換言すれば被告人らが製品を仕入れた流通経路がどのようなものであるか
について，上記１とは別に検討する必要がある。
（１）取引関係の有無に関する証拠について
　原判決は，Ｃ２の回答書（原審検２４，２６），Ｆの検察官調書（原審検１４）
などを根拠として，Ｃ１とＤ等の業者との間に取引関係がないと認定している。
　確かに，上記１のとおり，Ｃ２ないしＦの立場を考えると，その回答ないし供述
の信用性に全く疑問を容れる余地がないとまではいえないこと，原審検２４及び同
検２３５をあわせてみると，Ｃ１とＩとの間には何らかの取引関係があると解釈す
る余地があることは所論指摘のとおりである。
　しかし，前者につき，上記１の偽造品かどうかの問題とは異なり，当該回答ない
し供述を直接弾劾する証拠はない。後者についても，原審検２４においてＩとの取
引関係が記載されなかったのは，照会書（原審検２３）に，ＩはＪが社名変更され
た業者であると記載されていた（捜査段階時には，被告人Ａ３や被告会社従業員の
Ｋらがその旨供述していたから，このような記載がされたことが捜査機関の不手際
ともいえない。）ためであると解することもでき，所論のような反対解釈が必ずし
も相当とはいえない。しかも，ユニオン・デ・ファブリカンの回答書（原審検１２
６）によれば，Ｉは被告人らが所在すると述べるスイスにおいて存在していないこ
と（さらに，Ｊの所在は確認できたが，Ｄはアイルランドにおいて所在が確認でき
ないこと）が認められる。
　そして，これらＤ等の業者を通じて継続的に製品を仕入れて事業を行っていた被
告人らにおいて，最も基本的かつ重要な事実と思われる，これらの業者がＣ１と取
引関係があったことを証明するに足りる的確な証拠（被告人らが所持するエビデン
スがこれに当たらないことは後記のとおり。）を所持していない事実及び被告人ら
に対しＤ等の業者がＣ１と取引関係にあったことを容易に説明し得る立場にいるは
ずのＥが，現在に至るまで何らの説明もしていない事実（当審弁２２，２３）をあ



わせると，上記のとおり製品自体が偽造品とまで認めるに足りる証拠はないが，Ｄ
等がＣ１から正規にＢ製品の出荷を受けていない事実は，合理的疑いを容れない程
度に立証されたというべきである。
　なお，海外において我が国の捜査機関が当然には捜査権を行使することができ
ず，海外捜査機関の共助を受けた場合の実効性にも疑問があること（イタリアと日
本では商標権や偽造品あるいはブランド品に対する考え方に微妙な温度差があると
容易に想定できることや，イタリア当局の捜査姿勢が不明であることなど）を考え
ると，国内における捜査で少なくとも上記の証拠を収集することができた本件にお
いて，海外における捜査を実施しなかったことが捜査機関の手落ちないし怠慢とい
うことはいえず，上記判断を左右しない。
（２）Ｂ製品の並行輸入の実態について
　ところで，所論は，本件当時，我が国にＢ製品の並行輸入品が多数輸入されてい
た実態があり，この実態は，被告人らの輸入した製品も適法な並行輸入品であるこ
と及び被告人らがそのような認識を有していたことの有力な証拠である旨主張する
ので，この点を検討する。
　いわゆるパーカー事件判決以後，我が国の関税実務において，並行輸入として許
容する要件が緩和されたこと，原審弁２２，２３，８０，９７などによれば，本件
当時，多数のＢ製品が我が国に輸入され，雑誌やチラシなどの広告の下に，スーパ
ー，量販店，通信販売などで販売されていた事実が認められ（当審弁３，４などに
よれば，その後も状況に大きな変化がないと認められる。），Ｆもこれを否定して
いないことは所論指摘のとおりである。しかし，並行輸入品として広くＢ製品が販
売されている事実があるからといって，直ちに並行輸入と称されるもの一般の適法
性が裏付けられるものではなく，個々の案件において認定されるべき問題であるこ
とは当然であり（したがって，摘発された他の業者が不起訴になったこと〈当審弁
２の１ないし４〉も本件の判断を直接左右しない。），もとよりＣ１が正規に出荷
した製品を並行輸入の経路に乗せたことを示す証拠は認められない（所論が指摘す
るのも，当審弁６のレポートの存在などを根拠として，Ｃ１の内部の者が関与して
横流しをしたという限度であり，これは適法な並行輸入とはいえない。なお，これ
以上の実態解明のためにイタリアの捜査当局に共助を依頼していない
点も，上記と同じく手落ちないし怠慢とはいえない。）。したがって，本件におけ
る上記（１）の認定には影響しない。
　次に，被告人らの故意の認定に及ぼす影響を考えると，確かに並行輸入が広く行
われている実態は，そのような経路が開設しやすいという意味において，適法であ
るとの認識に結び付く余地がないとはいえないが，総代理店制度で高価格を維持し
ようという商標権者にとって，並行輸入を広く是認することは考え難いから，上記
の多くの並行輸入製品の中に違法なものも多数含まれていると考えるのがむしろ自
然である。しかも，我が国が世界有数のブランド品の購入国であり，偽造業者の標
的にされる危険性も高いというべきであるから，Ｂ製品の並行輸入経路を開設しよ
うとする場合には，違法な製品を掴まされてしまう危険性はより大きいと考えるの
が相当である。
（３）流通経路開設の経緯について
　そこで，次に本件の流通経路開設の経緯につき検討する。
　被告人Ａ２及び同Ａ３は，Ｅからの紹介でＤ等の業者と取引を開始したところに
疑義を容れる事情はなく，そのルートで仕入れる製品はＣ１から正規に出荷された
ことを信じていたと供述し，その根拠として，複数の業者から見せられた出荷証明
（エビデンス）の紙や様式が一致したこと，値段も不相当でなかったこと，業者か
らＣ内部でしか知り得ないはずの新製品の情報等が伝達されたこと（原審弁１１２
など），Ｃ１名義の文書も受領したこと（原審弁５０ないし５２），業者の事務所
に行ったこともあったこと，業者は我が国の大手業者と取引したり，その幹部が来
日して取引先に説明するなど誠実であったこと，並行輸入業者のＬからいわゆるお
墨付きを得たこと，Ｅから受けた説明が別の並行輸入業者であるＭがＣ１のエージ
ェントからもらった文書の内容とも符合していたことなどを挙げる。
　しかし，まず，被告人らが述べるようなエビデンスの確認によっては，それが真
正にＣ１から発出されたものであると認めることはできないというべきである。違
法な製品を売りつけようという者がエビデンスを偽造することは当然である（Ｎの
原審証言もこの旨述べている。）から，それが正規にＣ１から発出されたものであ
るかどうかについては，様々な角度から確認する必要があることは常識と考えられ
る。この観点からすると，複数の業者から見せられたエビデンスの紙や様式が一致



したというだけで確認として十分であるとは到底いえない（現に，原審検２６によ
れば，それが２度にわたる改訂前の様式であると認められる。）。また，被告人Ａ
２の供述によれば，業者はエビデンスを見せた後，業者名を黒マジックで塗りつぶ
すというのである。この点につき所論は，総代理店との無用な摩擦を避けるための
配慮であると主張するが，親会社であるＣ１のお墨付きを得て行っているはずの取
引につき，そこまで海外の総代理店に配慮しなければならないというのもいささか
不自然であり，違法な取引であることにつき，当面の追及を免れんための証拠隠滅
的行動とみるのが自然である。しかも，被告会社から押収されたエビデンスの中に
は，そもそも出荷先の記載がないものやミスプリントのものも存在しており，被告
人らのエビデンスの確認の不十分さを裏付けている（被告人Ａ２は，これらはＥが
送ってきたものと思うが見ていないなどと述べるが，不自然で到底信用できな
い。）。また，委託工場からの横流しや内部の者が一枚噛んでいる場合などを想定
すると，新製品に関する内部情報が得られるということもまた十分にあり得ること
であるから，本件において内部情報が得られたということが正規な出荷であること
を強力に裏付けるともいえない。
　そして，何より不自然不合理であるのは，以前から輸入業に携わり，しかもブラ
ンド品の輸入を始める際に同業者や通産局などから輸入のやり方や注意点などを聞
いて研究したという被告人Ａ２及び同人と共にイタリアに渡航した被告人Ａ３が，
業者との仲介役となったＥなる女性の説明を鵜呑みにして，独自の立場で調査検討
を全くしていないという点である。上記のとおりのＢ製品の人気を考えると，適法
な並行輸入経路を獲得し多量の製品の供給を受けるためにはそれなりに競争が激し
いはずである上，被告人らはイタリア語が解せず，業者とのやり取りは専らＥの説
明によるという危険もしくは不確実な前提があるのであるから，仕入れ金額が不当
に安いという事情はなかったこと，Ｅは我が国の信用ある企業の駐在員をしていた
というＯの原審証言などを前提としても，知人の紹介で初めて会ったにすぎないＥ
の説明については，慎重な調査検討が必要であったというべきである。しかも，そ
の後，Ｅが紹介する業者が頻繁に変更になったことも疑念を容れる事情であるほ
か，特に，被告人らがＩの関係者であるＰなる人物の案内で訪れたナポリ近郊の施
設は，写真からみてもＢ製品の製造工場ないし加工場である疑いが濃厚であるとこ
ろ，Ｂの正規の工場に被告人らのような立場の者が簡単に入れるとは考えられない
のであるから，これが違法な製品の製造ないし加工を行う場所でないことを徹底的
に確認すべきであったのに，これらにつき調査検討した形跡が全くない。
　したがって，被告人らが挙げるその他の諸点を考慮しても，本件流通経路の開設
及び維持に当たっての被告人らの諸行動は，被告人Ａ２が述べる「脇が甘かった」
ということでは説明できないものといわざるを得ず，むしろ，それ以上に被告人ら
に正規な出荷でないことの確定的な認識，すなわち商標権侵害の故意があったこと
の有力な証拠と評価すべきである。
（４）その他の事情について
　原判決が被告人らに故意があることの状況証拠として挙げる要素のうち，部品等
を大量に所持していたことは，適法な並行輸入の場合であっても，総代理店では修
理してもらえず，本国に送付して修理してもらうことも通関上困難であることなど
を考えると，必ずしも不自然とはいえない。また，被告人らが輸入した製品に不良
品が多かったという点も，上記のとおり均一性に乏しいＢ製品の並行輸入であるが
故に，微細な不良についても意識的に排除した旨の所論を必ずしも排斥できず，ま
たＣ２の扱うＢ製品についてもかなりの不良品があることを推測させる証拠（原審
検２１５）があることなどに照らすと，被告人らの故意の状況証拠としては適切で
ない。
　しかし，Ｅとやり取りしたファックス文書の中で，業者を工場と表現している点
や，製品の細部まで注文を付けている点などは，所論が種々弁解しているものの，
被告人らの指示ないし指定が製造工場に直結していることを強く推測させ，業者は
Ｃ１から製品を仕入れる商社的な立場であるという被告人らの説明と相容れないこ
とは明らかである。また，被告人Ａ２が業者を工場と説明している点は，被告会社
の従業員であったＱ（原審検７４。この供述が信用できることは原判決が説示する
とおりである。）のほか，取引業者のＲ（同７５）やＳ（同３６）の供述や，Ｋが
手帳に書いた取引形態図（同２３４）などとも符合している。これに対し，所論は
イタリア生活が長いＥの言葉遣いの特殊性，細かいことに頓着しないイタリア人気
質などを強調するが，説得的でない。さらに，エビデンスの中に，仕入れ値と卸値
が同額であるものがあり，これを被告人Ａ２が認識したことが認められるところ，



確かに取引の中にはそのような場合が絶対ないとはいえないにしても，それは合理
的な理由が説明されて初めて納得できるものであり，それもないこととあわせる
と，故意の状況証拠であることは否定されない。
　その他，所論は，被告人らが，仕入帳に正確な記載をし（原審弁１２６），通関
に際してもありのままに申告したこと（当審弁８），苦情を寄せた客にＣ１の住所
を教えたことのほか，本件で捜索押収を受けた後も言い分が一貫し，証拠隠滅行為
も行っていないことなどの態度を指摘し，故意がなかったことの証左であると主張
するが，これらの点は下手な工作をすればかえって怪しまれ自ら墓穴を掘ることに
なりかねない事柄であることに加え，被告人Ａ２は，取引先のＴに対し，「本物と
確信して仕入れて販売していれば罪にならない。」と述べたこと（原審検７８）が
認められる（これを述べていないかのように証言するＴの原審証言は曖昧で信用で
きない。）こともあわせると，上記の判断を左右するに足りない。
　なお，以上の諸事情を総合すれば，被告人らはＢ製品の贋物を製造する工場から
直接仕入れていた疑いが強いといってよいが，１で記述したように，証拠上，本件
手提げバッグ等が偽造品であるとまで断定することができないこと，また，Ｄ等の
業者や製造元のことについての捜査がなされていない状況の下で，そのように認定
することは躊躇せざるを得ない。
３　結論
　以上のとおり，本件全証拠を総合しても，本件手提げバッグ等が商標権者から正
規に出荷されたことを認めるに足りる証拠はない上，被告人らの流通経路開設の経
緯やその後の取引実態を検討すると，その流通経路が正規の出荷に基づくものでな
く，しかも被告人らにおいてもそれを確定的に認識していたことを直接ないし間接
に示す証拠が多数存在し，しかもそれらは相互に補強し合う関係にあって，その総
体としての信用性は高いというべきであるから，被告人らの商標権侵害の事実及び
故意は優に認められる。
　なお，本件については税関長の告発がなされずに関税法違反事件としては不起訴
になったことが窺われるが，税関長は告発要件の有無や必要性などを独自の立場で
判断したと認められ，直ちに本裁判における上記認定を左右しない。
　よって，商標権侵害の事実及び故意を認定した原判決の結論に事実誤認はなく，
論旨は理由がない。
第２　控訴趣意中，被告人Ａ３の所持に関する事実誤認の主張について
　論旨は，被告人Ａ３は原判示第１にかかる製品を所持した事実はないから，同事
実については無罪であるのに，これを有罪と認定した原判決には判決に影響を及ぼ
すことが明らかな事実誤認がある，というのである。
　そこで，所論にかんがみ，記録を調査し，当審における事実取調べの結果もあわ
せて検討するに，原判決が３８ないし３９頁で説示するところは相当である。所論
は，Ｅとのファックス交信がＡ３名義でなされているのは，被告人Ａ２の指示の下
に名義だけ被告人Ａ３の名前で交信しただけであると主張するが，被告人ら自身が
Ｅとの主要なやり取りは国際電話で行っていると述べており，Ｅがファックスの文
面だけから被告人Ａ３の名前で交信したとは考え難く，やはり被告人Ａ３も主体的
にＥと打ち合わせを行っていたとみるのが自然である。また，被告人Ａ２と共にイ
タリアに同行した際も，Ｅや業者側の人間に会ったほか上記のＰなる人物の施設な
どにも赴いていることなどの事情に照らせば，単に被告人Ａ２に対して女性の感覚
での参考意見を述べたにすぎない役割にとどまったと解することはできない。した
がって，被告人Ａ３の原判示第１にかかるＢ製品の所持に対する関与の程度も，共
同正犯と評価するに足りる域に達していると認めるのが相当であり，論旨は理由が
ない。
第３　控訴趣意中，法令適用の誤りの主張について
　論旨は，原判決は被告人らの罰条として商標法７８条を適用したが，同法条は憲
法３１条が規定する人権保障の要請に応えていず無効なものであるから，原判決に
は判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある，というので検討す
る。
　所論は，①商標法７８条は構成要件の体裁を整えていない，②７８条が規定する
可罰行為は３７条に限定されないから，原判決の説示は説得的でない，③３７条を
刑罰法規に適用すると実質犯と予備犯とを同一の刑罰で処するという非常識な結論
となり，この種事犯が業として反復継続して行われるからという原判決の理由付け
も薄弱である，として，同法は憲法３１条に反した無効なものであると主張する。
　しかし，商標法７８条の構成要件は２５条，３７条及び６７条により具体化され



ており，構成要件として明確でないとの非難は当たらない。また，３７条は，本来
的な商標権（２５条）の侵害を，類似の商品及び商標に拡大すると共に，その予備
的行為を侵害行為そのものとみなして商標権の保護に万全を期そうとするものであ
るところ，財産権の中で無体財産権，とりわけ商標権の侵害が行われやすく，その
回復が容易でない（予備的行為の違法性の程度が侵害行為のそれと近い）こと，法
定刑が懲役５年から罰金刑までかなり広く定められていることなどに照らすと，予
備的行為も含めて同一刑罰法規として規定するのが不合理であるとはいえない。
　よって，所論は採用できず，商標法７８条が憲法３１条に反して無効であるとは
いえない。論旨は理由がない。
第４　控訴趣意中，量刑不当の主張について
　論旨は，原判決の量刑不当を主張し，被告人Ａ２及び同Ａ３の執行猶予を求める
ので，所論にかんがみ，記録を調査し，当審における事実取調べの結果もあわせて
検討する。
　本件は，被告会社の役員である被告人らが，正規に出荷されたものでないＢ製品
多数を販売目的で所持したという商標法違反の事案である。原判決が「量刑の理
由」の項で説示するとおり，利欲的な動機に酌量の余地がなく，所持にかかる商品
量が多数であること，長期間にわたる組織的かつ営業的犯行であること，一般消費
者に対する詐欺的な要素も悪質であること，それにもかかわらず被告人らは不合理
な弁解に終始して反省の態度も不十分であることなどに照らせば，被告人らの刑事
責任を軽くみることは相当でない。
　しかし，上記認定のとおり，本件手提げバッグ等が偽造品であるとまで認めるに
足りる証拠はないから，本件における商標権侵害の危険性ないし違法性の程度は，
原判決が前提とするより低いとみるのが相当である。しかも，我が国においてＢ製
品の並行輸入品と称するものが多数出回っている実態があるところ，これに商標権
者自体が関与しているとまでの証拠はないものの，少なくとも商標権者の管理の甘
さないし杜撰さが背景にあるとの所論を一概に排斥することはできず，これらの諸
点は被告人らの量刑において無視することはできない。以上のほか，原判決も認め
る被告人Ａ３の関与の従属性，被告人両名が平穏に社会生活を営んできた者である
こと，本件の摘発により被告会社が事実上倒産したことなどの事情をも総合する
と，被告人Ａ２及び同Ａ３を懲役刑の実刑に処した原判決の量刑は，両名に執行猶
予を付さなかった点において重きに失するというべきである。また，被告人Ａ２及
び同Ａ３の量刑要素に関する上記の誤認は，被告会社の量刑判断の誤りをもたらす
と解するのが相当である。論旨は，以上の限度で理由がある。
　よって，刑訴法３９７条１項，３８１条により原判決を全部破棄し，なお同法４
００条ただし書に従い自判する。
第５　自判
　原判決と同様の証拠（ただし，鑑定書〈原審検５，１１，４５，４８，５１，５
４，５７，６０，１３２，１４２〉及び原審公判調書中の証人Ｆの供述部分を除
く。）により，原判決と同様の事実を認定し，原判決と同様の法令及び被告人Ａ２
及び同Ａ３につき刑法２５条１項を適用した上で，上記第４で述べた事情のほか，
被告人らが，本件が摘発された後，返品を希望する顧客の求めに応じて代金を返還
するなどの対応をしていたこと（当審弁９ないし１４，２６），原判決後にＣ２に
対して示談の申し入れをし，これを拒絶された後約５００万円を供託するなどした
こと（当審弁１７ないし２０）などの諸事情を総合考慮して，主文のとおり刑を定
めた。
　よって，主文のとおり判決する。
（裁判長裁判官　河上元康　裁判官　細井正弘　裁判官　水野智幸）


